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Tax Analysis 
 

 
1 「租税関係の法令違反行為の自主開示への対処に関する事項についての公告（2022）」（税関総署公告 2022年第 54号）： 
http://gdfs.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4447524/index.html 

コンプライアンス・ボーナス

の更なる強化—— 
租税関係の法令違反行為の自

主開示に関する税関総署の新

規定についての分析 
 
2022年 6月 30日、税関総署は 2022年第 54号公告（以下、「54号公告」）1

を公布し、租税関係の法令違反行為の自主開示への対処ルールを更新した。54
号公告の有効期限は 2022年 7月 1日から 2023年 12月 31日までの期間であ
り、54号公告の発効を以て、旧規定である「租税関係の法令違反行為の自主
開示への対処に関する事項についての公告（2019）」（税関総署公告 2019年
第 161号。以下、「161号公告」）は廃止された。161号公告と比べて、54
号公告は、企業による租税関係の法令違反行為の自主開示に対する行政処罰免

除の適用基準を緩和し、企業の信用管理における自主開示制度の適用措置を最

適化し、企業による自主的なコンプライアンス確保を奨励・指導するという施

策方針を示している。 
 
政策背景 
 
中国税関は、世界各国の税関の慣行を参考にして、「企業による自律的な管

理」の試行を行った上で、2016年に国務院発の「『中華人民共和国税関査察
条例』の改正に関する決定」（中華人民共和国国務院令第 670号。以下、
「査察条例」）を通じて、正式に自主開示制度を確立した。「査察条例」及び

その実施弁法によると、自主開示とは、一般的に「輸出入に従事する企業及び

組織単位が自主的に自身の税関監督管理法令への違反行為（以下、法令違反行

為）を税関に書面で報告し、税関の処罰を受け入れること」を指す。また、企

業が自主的に開示した法令違反行為については、「査察条例」の実施弁法にお

いて、「税関は行政処罰を軽減するものとする。法令違反行為が軽微であり、

企業が即時に是正しており、且つ被害結果がない場合は、行政処罰を科さな

い」と明確に定められている。 
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貿易利便性を強化し、中国の信用システムの構築を促進する重要な改革措置と

して、自主開示制度は、数年にわたる実施推進、及び継続的な改善と最適化を

経て、「税関における管理コストの削減と法執行効率の向上に寄与すると同時

に、企業のコンプライアンス確保及び自主的なヘルスチェック・是正に一定の

余裕を与えることで管理の規範化を奨励する。また、コンプライアンス向上を

誘導することを通じて、税関と企業の間の相互信頼・理解、ウィンウィンの達

成、ビジネス環境のさらなる最適化、及び市場活力の刺激に寄与する」という

効果を示している。54号公告は、国務院による経済安定化のための一連の政
策・措置を実行に移し、対外貿易の安定維持と品質向上を促進し、経済・産業

チェーン・サプライチェーンの安定化に寄与することを目的として公布されて

おり、現行政策を更新すると同時に、法令違反行為の自主開示に対する動機づ

けを強化した。 
 
政策の主な変動と分析 
 
以下では、161号公告と 54号公告の主要条項に対して比較分析を行い、関連
する条項の変更点について分析する。 
 
一、行政処罰免除の適用要件の緩和 
 

旧規定（161号公告） 新規定（54号公告） 
一、輸出入に従事する企業、組織単

位が租税関係の法令違反行為の自主

開示を行い、且つ下記の状況のいず

れかに該当する場合、「中華人民共

和国行政処罰法」第二十七条の規定

により、行政処罰を与えない。 
 
（一）租税関係の法令違反行為を発

生日から 3か月以内に税関に開示
し、自主的に被害結果を除去した場

合。 
（二）租税関係の法令違反行為を発

生日から 3か月後に自主的に税関に
開示し、且つ、納付漏れ又は過少納

付の税額が納付すべきと税額に占め

る比率が 10%以下であるか、納付漏
れ又は過少納付の税額が 50万人民
元以下であり、自主的に被害結果を

除去した場合。 
 

一、輸出入に従事する企業、組織単

位が租税関係の法令違反行為の自主

開示を行い、且つ下記の状況のいず

れかに該当する場合、行政処罰を与

えない。 
 
 
（一）租税関係の法令違反行為を発

生日から 6か月以内に自主的に税関
に開示する場合。 
（二）租税関係の法令違反行為を発

生日から 6か月以上~１年以内に自
主的に税関に開示し、且つ、納付漏

れ又は過少納付の税額が納付すべき

と税額に占める比率が 30%以下であ
るか、納付漏れ又は過少納付の税額

が 100万人民元以下である場合。 

 
自主開示の期限の調整：161号公告と比べて、54号公告では、企業が租税関
係の法令違反行為を発生日から 6か月以内に自主的に税関に開示する場合、行
政処罰を科さないと規定されている。開示期限は 3か月から 6か月に延長され
たことで、企業が比較的十分な時間的余裕をもってコンプライアンスチェック

を行えるようになった。 
 
同時に、54号公告では、自主開示の期限に関する規定が新たに追加された。
即ち、企業が行政処罰免除の適用を受けるには、租税関係の法令違反行為の発

生日から 1年以内に税関に自主的に開示する必要がある。この変更は、「原則
として、法令違反行為を速やかに発見し是正した場合にのみ、行政処罰免除の

適用を受けられる」という行政処罰法の精神を反映するものであり、企業によ

る租税関係の法令違反行為の早期発見・是正を促すことを目的としている。税

関の視点から見て、関税と輸入段階諸税の追徴期間が 3年であることから、自
主開示の期限を設けることで、税関による監督管理、及び法執行の公平性の向

上に寄与すると同時に、企業のコンプライアンス内部監査の適時性について一

定の基準を設けた。 
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法令違反行為の発生日をどのように判定するかは、今後、自主開示に該当するか否かの認定において、重要になると考

えられる。若干の特殊な状況において、法令違反行為の「発生日」をどのようして判定すべきかは、税関にとって往々

にして困難な問題であり、ケースバイケースでの分析が必要となる。例えば、法令違反行為の「発生日」を確定できな

い典型的なケースとして、「保税貨物の帳簿上の在庫数量と比べて、実際の在庫数量に不足があり、且つ正当な理由が

ない」ことが挙げられる。こういったケースにおいて法令違反行為の「発生日」を確定する必要がある場合、税関監督

管理の実務上、「税関が法令違反行為を発見した日」が「発生日」とされることが多い。一方、自主開示の場合、税関

は、「企業が法令違反行為を発見した日」又は「企業が法令違反行為の自主開示を行った日」を「発生日」として扱う

可能性がある。そのため、企業は関連する時期の証拠となる資料を保管する必要がある。連続して発生する法令違反行

為（例：一つの商品に対して、一定期間にわたって間違った関税分類で申告した場合）の場合、どのようして法令違反

行為の「発生日」を確定すべきかについて、複数の観点が存在する可能性があり、関連する処理方法について、追って

税関による明確化が待たれる。 
 
なお、企業が 161号公告の規定に基づき税関に自主開示を行い、処罰待ちとなっているケースでは、「開示日」が「法
令違反行為の発生日」から 1年以上経過している場合、54号公告では関連する取り扱いについて明確に規定されていな
いことを考慮し、関連する企業は、自主開示に該当するか否かの認定手続きをスムーズに進め、悪影響をできる限り回

避するために、税関との積極的なコミュニケーションを維持し、取り扱いについて税関の意見を把握することが推奨さ

れる。 
 
「納付漏れ又は過少納付の税額」の比率や金額に関する要件の緩和：54号公告では、旧規定と比べて、「納付漏れ又は
過少納付の税額」の比率や金額に関する行政処罰免除の適用要件が大幅に緩和された。即ち、「納付漏れ又は過少納付

の税額が納付すべきと税額に占める比率」要件が「10%以下」から「30%以下」に緩和され、「納付漏れ又は過少納付
の税額の金額」要件が「50万人民元以下」から「100万人民元以下」に緩和された。これにより、行政処罰免除の適用
範囲が拡大した。 
 
「被害結果を自主的に除去する」という文言の削除：「被害結果を自主的に除去する」ことを行政処罰免除の適用要件

から削減することで、行政処罰免除の適用範囲が拡大し、企業による法令違反行為の自主開示に対する動機づけに寄与

することが期待される。 
 
二、自主開示に適用される滞納金減免に関する手続きの明確化 
 

旧規定（161号公告） 新規定（54号公告） 
（該当規定なし） 二、輸出入に従事する企業、組織単位が自主的に自身

の租税関係の法令違反行為を税関に書面で報告し、税

関の処罰を受け入れ、税関が「自主開示に該当するも

のとして、行政処罰の免除を適用する」と判断する場

合、当該輸出入企業・組織単位は規定に基づき、税関

に滞納金の減免を申請することができる。規定に合致

する場合、税関はその滞納金を減免する。 
 
「査察条例」実施弁法第 27条では、「税関は、自主開示により税額を追納する輸出入企業、組織単位に対して、滞納金
を減免することができる」と規定されている。54号公告において新たに追加された自主開示による滞納金減免の関連条
項は、上述の規定を具体化したものであり、滞納金減免の確実性の向上に寄与する。留意点として、54号公告において
明確に定められた滞納金減免の適用対象は、税関に「自主開示に該当するものとして、行政処罰の免除を適用する」と

判断されたケースのみである。即ち、企業は関連する要件を充足する必要がある。 
 
三、税関の企業信用管理分野における適用措置の調整 
 

旧規定（161号公告） 新規定（54号公告） 
三、輸出入に従事する企業・組織単位が自主開示を行

い、税関から警告または 50万人民元以下の過料の徴収
を受けた場合、税関による企業信用記録に記入しな

い。 
 
認証企業が租税関係の法令違反行為を自主的に開示す

る場合、税関の立件調査期間中に、当該企業に対し

て、認証企業向けの管理措置の適用を停止しない。 

三、輸出入に従事する企業・組織単位が自主開示を行

い、税関から警告または 100万人民元以下の過料の徴
収を受けた場合、税関による企業信用記録に記入しな

い。 
 
高級認証企業が租税関係の法令違反行為を自主的に開

示する場合、税関の立件調査期間中に、当該企業に対

して、高級認証企業向けの管理措置の適用を停止しな

い。 
 
企業にとって、租税関係の法令違反行為によってもたらされる重大なマイナス影響の一つは、税関信用等級の引き下げ

であり、税関信用等級の格下げを受けた場合、輸出入通関・検査・届出といった輸出入の重要な段階において、より厳

しいモニタリングや管理措置の対象となり、通関効率に不利の影響が生じる。161号公告と比べて、54号公告では、
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「税関による企業信用記録に記入しない」措置の適用要件は「50万以下人民元の過料徴収」から「100万以下人民元の
過料徴収」に緩和されたことで、「自主開示を行ったものの、行政処罰の免除を受けられず、企業信用等級の格下げを

受ける」という企業の懸念を大きく払拭することが期待される。 
 
四、公告の有効期限の明確化 
 

旧規定（161号公告） 新規定（54号公告） 
（該当規定なし） 本公告は 2022年 7月 1日から 2023年 12月 31日まで

有効である。 
 

 
161号公告と比べて、54号公告では、有効期限に関する規定が設けられている。これは、税関が今後、自主開示制度の
定期的なレビューと調整を行うことで、より実際の状況に適した制度設計を図るという施策方針を反映している。中国

税関による監督管理モデルの改革とビッグデータ等の情報技術の発展につれ、税関による監督管理と査察がより深く、

精細化されたものとなり、税関による企業の法令違反リスクの識別がより的確なものとなることで、自主開示制度の継

続的な整備が促進されると予測される。従って、企業にとって、政策によるボーナスの有効期間を正確に把握し、公告

の精神に則って積極的に定期的なレビューを実施し、各期間における政策の動向と経過措置に留意し、自主開示制度を

合理的に活用することで、過去のコンプライアンス問題を解決し、通関コンプライアンス管理の向上を図ることが、非

常に重要である。 
 
 
アドバイス 
 
54 号公告は、自主開示による行政処罰免除の適用要件を条件付きで緩和することで、租税関係の法令違反行為への対処、
及びコンプライアンス管理能力の強化に有効な方法を企業に提供した。私どもの実務経験を踏まえて、企業が自主開示

制度を活用し、政策によるボーナスを十分に享受するにあたって留意すべき事項について、下記の通りまとめた。 
 
定期的なレビューに基づくコンプライアンス体制を構築する 
 
企業が租税関係の法令違反行為の発生から 6か月以内に自主的に開示する場合、税関は行政処罰を科さない。企業が租
税関係の法令違反行為の発生から 6か月以上 1年以内に自主的に開示し、且つ「納付漏れ又は過少納付の税額」の比率
や金額に関する適用要件を充足する場合、税関は行政処罰を科さない。上述の規定を受け、高級認証企業は年次内部監

査を十分に活用し、コンプライアンスに関する内部監査を強化することで、問題の早期発見・早期解決を図ることが推

奨される。高級認証企業以外の企業は、公告の精神に則り、積極的に自主開示を検討し、コンプライアンス重視の方針

を確立し、定期的な通関コンプライアンスレビュー体制を構築することで、問題の早期発見に寄与し、期限内に自主開

示を行うことで、行政処罰の免除適用を求めることが推奨される。企業は制度の設計・構築に際して、企業の実情と税

関の実務を踏まえた上で、自主開示報告書作成の所要時間などの要因も考慮に入れる必要がある。 
 
法令違反行為の性質と影響を積極的に評価する 
 
自主開示を行う前に、まず、企業は「自主開示に該当するか否か」の判定に関する要件を充足しているか否かについて

評価する必要がある。例えば、税関が対象の法令違反行為について既に手がかりを掴んでいる場合、或いは税関が対象

の法令違反行為について既に査察を実施する旨を通知している場合、当該法令違反行為を税関に開示しても、「自主開

示」に該当すると認められない。次に、企業は自主開示による影響を正確に評価する必要もある。留意点として、54号
公告は、租税関係の法令違反行為の自主開示にのみ適用され、租税徴収に影響しない法令違反行為の自主開示は行政処

罰免除の適用対象になるか否か、対象になる場合、どのような要件と手続きがあるかについては、54号公告の範疇では
ない。内容が複雑である法令違反行為について、企業は税関の実務をより詳しく把握し、必要に応じて専門機関にサポ

ートを求めることが推奨される。 
 
自主開示のサポートとして十分な証拠資料を収集する 
 
税関は、企業による自主開示の内容を精査するための整備されたプロセスを有している。そのため、自主開示制度の適

用を検討している企業は、自主開示による優遇措置（行政処罰の免除、滞納金の減免など）の適用資格を失わないよう

に、慎重を期して臨む必要がある。関連する企業は十分な準備作業を行った上で、自主開示報告書において、租税関係

の法令違反行為を正確かつ完全に開示し、また、自主開示の内容を立証するための帳簿、発票、電子メールなどの添付

資料リストを合わせて提出することが推奨される。 
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